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m 評

労働関係の赤裸々な描写をもって知られ，横山の文名 

は高かったにもかかわらず，彼の名はr職;!;事情と 

は必ずしも結びつかなかった。この意味で本書は，そ 

の間の経緯を明らかにしておりX学界に.たいする貢献 

であろう。

これとならんでいまひとつの問題は，彼の労働運動 

への参加であろう。一般に，横山は,『日本の下層社 

会』によって社会調査研究者，社会問題iglF究まとして 

はひろく知られていたが，しかし高野房太郎や片山潜 

らの運動，とくに労働組合期成会ならびに鉄工組合の 

運動にどの程度コミットしたのか，，この点は必ずしも 

充分にふれられなかったよ.うに思う。ところが本書に 

よれば，彼は，立場をやや異にするとはいえ，まさに 

高野や片山にも劣らぬ活動をしていることは明らかで 

ある。ただ調查研究のため地方へ出張することが多く， 

東京を留守にしていたことが多かったため，そうした 

ことが，労働運勘にたいする彼の参加と貢献とを，不 

当に低く評価させる結梁になったのかもしれない。こ 

の点について，著者が鉄工組合め機関紙『労働世界J 
の丹念に検討された努力に敬意を表したい。しかしそ 

れにもかかわらず，明治労働運動史からみると，彼は 

やはり労働運動家というよりは社き問題研究家，調査 

者であるという印象は拭いがたい。その理由のひとつ 

としては，やはり理論的な弱さ, この点を著者が彼の 

大兆憲太郎を中心とする大日本労働団体耿合本部の指 

導者としての失敗などを通じて指摘している（第6 # ,  
本書175頁以下)。 , ■ ,

しかし私をおどろかしたのは，横山の南米への渡航 

の試みである。そして帰国後，ニ年ほどして，大正4 
年 6 月に死んで、、る。まことに数奇な生涯というべき 

であった。

本書を読み終って私は，，著者の横山源之助にた\、す 

るEi知れぬ'爱着と敬慕の情に打たれ，久しく味わった 

ことのない深くまた爽快な感動に襲われるを禁じえな 

かっすこ。ただ社会科学研究者の視点から一- i •批1りをさ 
せて載くと，今少し简潔にまとめるぺきではなかった 

ろうか。堀大な5U料を駆使して奮闘されたのはよべわ 

かるが，引用が不釣合なくらいに畏すぎたり，あるい 

ゆIS複しているところがみられる。もっと簡潔にされ 

たなら，更に説得力のあるものとなったのではないか 

と思う。〔1979年，別樹社，A5, 2ァ8更，3500円〕

飯 m 龍 

(経済学部教授）

ア ル バ ー ト ，プレ トン , アンソニ一. .スコット箸

『連邦国家の経済憲法』 1078年 

エ

今0 , 公共的意思決定ないし公共部門の意思決定構 

造についての研究が，急速な高まりをみせている。こ 

れは，国民経済に占める公共部門の質的.量的城大と 

いう現実を反映したものであり，またそれに伴う各種 

の敏響力の増大の一'̂：>の結果であるとも言えよう。

とのように, 現代の公共部門ないし政俯は巨大な!> 
ヴァイアサンになりつつあると指摘されている。けれ 

ども，それに対して，ホ来からI■小政治休め長所を生 

張する，長期にわたって持続してきた立派な思想傾向 

がある0 ホ典時代のギリシャ人は，かれらがデモクラ 

シーを支持したか反対したかは別とL て，ぎい政治休 

は領土と人口の点で小規模でなければならない，と主 

張してきたと思われ」（ダール，タプチィ著，内山秀夫訳 

r規摸とデモクラシー』疲i 通信，H>79年, P. 7 ) , この政 

^̂&思想はかなり最近まで継続していた。

. もちろん，今日では，このようなポリス的国家観は 

腐れ, S 家観も多の変遷をとげている。それに伴っ 

て，民主主義にぉける公共部r sの意思決定構造ないし 

そのプロセスを探究しようとする試みが，数多く企て， 

られている。だとえぱ，シュンペーターの啓示を受け 

たダウンズの政党間競争モデルや，宜除制の特異な行 

動様武等については様々な角度からの研究が進んでい 

る。（とれらは，現在，，プキャナンやタロックの研究に代表さ 

れる公共選択Public C h oiceと総称されてぉウ，’本まもこ 

の5T々 譜に位置づけられる)。 .
ところが，抽象的な地方自治の議論にぉいては,ポ 

リス的世界がやはり有力なモデルとみなされナこままの 

ように思われる。つまり，伝統的には，連邦制国家と 

取一制ffl家という現実の地方制鹿に对応して，地方|€| 

治を分権的ないし集権的観点から論じ，分権的地方制 

度をよしとする見方が多いように思われる。つまり， 

二つの地方制度の相違,なが強調されるのである。

けれども，いずれの地方制度をとっているにせよ，

両制度には共通点もあるのではないおろう力、6 たとえ 

ば，外交政策や通貸供給の権限はいずれの制度でも中 

央政府の港任事項である。しかし，かなり多数の政策- 
に ぉ、、て，中炎と地方はそれぞれに役割分担をして,， 

その' 施に努めているのもまた事実である。

181(^75)
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本書の著者達は，地方制鹿のこうした類似点に着0 

し，連邦制と填一制という対応関係に基づく分析では 

不十分だと考え，より般的なフレ厂ムワークを設定 

する。そi i が 「連邦国家（federal s t a t e s ) jという慨 

翁である。この概念は，一見すると，アメリカやカナ 

ダのような連邦制の国々を念頭に置'^、たものと思える 

力;，箸者達によると必ずしもそうではない。それは， 

本書のタイトルが未定’稿の段階では「公共部門の構造 

め理論J であったと記されていることからもわかるよ 

うに（P. 3 ) ,連邦■ 家とは，公共部門およびその権限 

の配分状況を，中央政府，'"地方政府0 市民のま直的関 

係において把握しようとする中立的で無色な概念なの 

である。

そこで，木書のだI成を示しておこう。 ’

第 I 部概念 

第 1 章序言と背景 .
第 2 # 私的活動，公共政策および行財政機能 

第 3.章公共部門の構造上の次元 

第4 享速邦主義への正統的な経済学的ァプローチ 

第 I I部速邦主義のキデル 

第 5 享市民と政府 

第 6 享立憲議会

第 7 章連邦主義の最小費用モデル .
第8 享連邦主義の代議政府モデル 

翁 HI部特殊な話題， ,
第g 章話題の選択 

第10享ぽ分配機能の割り当て 

第11章安定化機能の割り当てにおける特殊な問題 

第I2韋割り当てプロセスにおける捕助金の役割 

ま引

つまり，本書は三部から成ウ，その大要は次よう 

である。第 I 部では，連邦国家ないし連邦主義に関速 

した定義と仮定が述べられ，公共部門の構造と行財政 

機能の割り当ての対応関係が扱われている。第n 部で 

.は，公共部門に関速のある様々な行動主体，つまり市 

民，政'冶家および官檢が導入され，速邦主義について 

のニつ^0モデル，すなわち最小費用モデルと代議政府 

*̂ ‘ デルが譲論される。最後の第10部では，第 11部の両 

身 デルが，配分機能ぱかりでなく 分配機能や安定化

機能にも当てはまることを示し，さらに，こうした諸 

機能の割り当てが個々に行われるのではなく，総合的 

に行われているところに補助金‘の役割を見い出せると 

いう見解が示される。

評者の私見によれぱ，このうち特k i, 公典部門の構 

造の把握の仕方に本書の独創性があると思われるので， 

この点に焦点を合せて以下の議論を整理しておく。

m

以下では主に，本書で想定されている連邦国家と、

う分析概念はどのようなものかという観点から，公共 

部門の構造，様々な行勒主体，諸制度の機能と速行に 

ついて順次要約してゆく。

まず，公共部門の構造を把握する手掛りとして，行 

財政機能の自治体レペルへの割り当て表が与，えられる 

(F ig . 3. 1, p. 21) , これは，自治体y ベルを遮邦(中央） 

一州（県）一地方（市町村）の三段階だけでなく，中間 

にあるad h o cな行政組織の存在を考慮に入れて分割 

し，さらに行財政機能についてもできるだけ細分化し， 

各種機能がどの0 治体レベルに割り当てられているか 

を示すふのである。

共著者の一人，プレトンはかつて，サミュエルソン 

の公共財の定義を吏に進めて，非民間財（JJon-private 

g o o 4 s)の空間的性質に着目して，公共財を面際財か 

ら以下順次に市Wj•村財に至るまで分類したことがあっ 

す’  ("A  Theory  of G overnm ental G ran ts," C anadian  

J ,  Eco, PotL Scie., V o l .3 1 ,M ay  1%さ)。本書の割.り当 

て表は，この分類に行財政機能を配分したものであ 

る。このまによって，任意の機能について，その機能 

が各自治体レペルに割ウ当てられているかどうかの数 

値を与えれぱ，最終的には，.7-国の集•権化係数r が得 

られよう（完全後権であれぱr = しの。

この狼権化係数という，地方自治の程度についての 

一種の総合指標は，本書わ以下の分析の基本概念の一 

つである。.箸者達が具体的に計算した係数を時系列で 

みると，移云支出の場合，アメリカと力ナダは第二次 

大戦後0.7〜0 .8の商水準であるが，総政府支出では第 

:次大軟後低下餅1̂ ]̂にあり，I975年では0 .4〜0.5であ 

る。しかし，同じ速邦制国家とはいっても，スイスの 

場仓は（当然のことながら〉異なった傾向を示している 

(F ig . 3.3-3.4, P. 28〜 9)0

1^874)
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(2)

さて，本書の分析概念である連邦国家に登場する行 

動主体は，市民，政治家および赏僚やある。これらの 

主体が政治過程に参加する動機な、しその特徵は何か。

まず初めに，公共部門とは，公共政策の給付に必耍 

となる制度のことであるとする。また，こうした公共 

部門を組織しようとする活動に資源を用V、る.ことによ 

って生じる費用を，組織費用（organizational cost)

と呼ぶ。この費用は公典部門の供給と需要の商面にお 

いす生じる（P. 7)。

まず供給面では，政治家とぜ僚は政府という制度を 

構成，運営している以上，組織費用として，内部的 

な管现費用(administration cosりと外部的な調整費用 

(co-ordination c o s t )を負担することになる。内部的 

な管理費用とは主に調査（search )'に関わるものであ 

る。これは，市民逸好の調査や，政策の形成と実施に 

開係する方法と手続き（テクノロジー）の調査のことで 

ある。また，政府は当該管轄区域内の市民の選好やチ 

夕ノロジーの調查ぱかりでなく，隣接地域の励向にも 

開心を持っている。さらに外部的な調整費用とは，市 

民の私的活動や公共政策に伴ってスピル.オーバーが 

生じるために，任意の自治体レベルにある政府は自ら 

の政策を，他の自治体レベルすぶいし地域の政府と調盤 

する必要があることから生じるものである（P. 32〜 3 )。

次に，政治過程に參加する市民は，所望する公共政 

策により近、政策の獲得を目ざして行動していると仮 

定することから，市民の掷わっている括励に対応し 

た組織費用として，公共部門の需要面では発信費用 

(signalling cost:〉と称動費 用 （mobility cost;)が

じる。ここで，発信活動とは，市民がロビー活動や社 

会運動に参加して,選举において特定の政策に投票す 

る （あるいはしない）括動のことであり，市民が自らの 

選好を政府に知らせる行為の諸々である。市民はその 

他に,，地域間（したがって政府間）を移励することによ 

っても，自らの選好を表明できる（P. 32)„
(3)

ところで，こうした組織費用を愈担するにもかかわ 

らず，これらの活動に資源が投下されるのは，こめよ 

うな投資による予想収益率が他の代替的投廣機会のそ 

れより大きいと，各主体が予測するからである。この 

行動基準は，各主体をとりまく環境（特に後権化係数r ) 
の変化に対してどのように反応するだろう力、。

市民の場合から考えよう。典型的なホ民は，公共財 

と私的財について定義された効用関数を持っているが，

効用関数の最大化から公共財に関してもたらされる結 

果は，私的財の填合とは異なって一般的には不均衡で 

ある。 この不均衡でもたらされる効用損央を ,強制  

(coercion)な い し 欲 求 不 満 （frustration)と呼ぶ。 

この強制® の減少を，移励ないし発信活動を行うこと 

から得ると市民の予想する収益と -#える。つまり，市 

民は時問と金を政治参加に投資して移動と発信を行え 

ぱ， 自らの受け入れねぱならない欲求不満を減少させ 

ることができよう（P. 52〜 4 )。

そこで， こ’うした政治参加へ投資される資源 / /は，

後権化係数 r の変、化に応じてどのように変イヒするか。 

移動の場合の投下資本が **の変、化 tよ，dHfldrく  0 であ 

ろう。つまり，银 権化係数 r が上昇するにつれて， 自 

治体間の差異がなくなり，ホ民は移動に投資しても望 

ましい地域を思い出す可能性が小さくなるだろうから 

である。それに対して，発信への投資 / / は，係 数 r 
が高い填合には低い場合よりも欲求不満の减少がより 

大き，いので，発信への投資の収益率は r.の上昇ととも 

に上昇するだろう。し た が って，0/ん /れ >  りと想定 

できよう ’（P. 57)。

(4)
政'冶家と官僚は政策の形成と実施に関する決定にお 

いて政府的役割を担っており，その場合 ,かれらの構  

成している制度が政府であり，かれらによって政府の 

公 共 政 策 （piblic policies)が 施 さ れ る （p. 51) „も 

ちろん，’政治まと官惊の効用関数を定義するタT ムは 

異なっている。つまり，政治家の場合は，再選確率を 

表 わ す 評 価 （vAlue)で あ る の に 対 し て ，官僚の場合 

は獲得可能な権限（Pbwer)で あ る （P. 61)。 、 .
こうしたことから，政府は，通常の公共財，サービ 

スの化産および給付に必耍な労働と資本ぱかりでなく， 

管理と調盤にも投資しなくてはならないが， これらへ 

の投資は镇権化係数 r の変化につれて变化するだろう 

(p. 59)0

tボ台体の数が減少し，その管轄区域が広がると（っ 

まりr が上界すると），@沿体間のスピル . オ-•バーや 

規模の経済の程ほと大きさが減少し，所定の結来を得 

るのに必要な調盤话動への投資がK は少なくてすむか 

ら，dll'Eidlf <  0 であろう。他方，yが上昇すると，

Iお治体け部の市民の選好を当該政府が確認することは 

ますます困.難になるので，管理活動への投資 »  
0が ィ と 想 定 で き よ う （P. 60)。

⑥ '
政治家と官僚が，それぞれの自治体レぺルへの機能

183(575)
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の割り当てに関係している場合に.は，かれらは立憲的 

役割を遂行しており，その際かれらの運営している制 

度を立憲譲会（constituent a ssem b ly )とする。

立憲議会とは， 自治体の管轄区域を設定し，様々な 

自治体レベルに財政機能を割り当てる仕事を行う集  

団のことである。 この立憲議会のメンバーすなわち才 '̂  
議 員 (co n stitu an ts)は，複数の自治体レベルから選  

出されており， ほ治体の境界とは異なる地域や職業集 

団の代表などではない。 '

以上が，本書の分析概念である速邦国家に登場する 

行動主体と制度の機能と運行の大要である。さらに第 

7 ,  8 章において，これらの分析用具と概念を用いて， 

連邦主義に関する二つのモデル，すなわち最小費用モ 

デルと代譲政府モデルが比較検討される。

この推論によると.，代議政府モデルにおいては，立 

憲譲会の代議員はね別な割り当てについてミ!li自の選好 

を持っているために，最小費用モデルの場合よりも多 

くの資源を用いねぱならず，そのことから超過組織費 

用が生じる。この超過費用は，発信と移動については 

市民としての市民が直接に資担し，菅现と調整につい 

ては納税者としての市民ダ、負担する。けれども，立憲 

議会のメンバーはこれを鱼担しない。

IV

ともあれ，公共部門の垂直的な行財政構造とその運 

行についての理解は，本書の分析によって確かに一歩 

前進したと-言ってよいだろう。 ，

分析上の活路を，分権的ないし集権DWft方制度の類 

似点に見、出す行き方は，それなりに評価されてよい。 

また，公共部門の搞造が，銀権化（ないし分権イりの便 

益と費Ji]の均衡点で決走される，という説明を打破し 

ようとしている点も注目される。さらに，補助☆の根 

拠を収入，ま出機能の不適合性の楚正に求め，補助金 

の役割を，各種機能の個別的最適化の欠猫を補完する 

ものとして位置づけている点（第I2章）も注目しセよ 

い晃解である。

その意味で本書は，、、まだ末踏の分好に新たに揪を 

入れ，研究領域のみならず分析手法をも新たに呈示し 

ている点で厥心的であり，共著者の一人プレトンの前 

-著  The Economic Theory of Representative Gov

ernment, 1974(とれについては，本誌:，68巻4号，！975年 

4 月，にM谷登の書評がある）に引き続く労作と言えよ

けれども，本書で想定されている「速邦国家J のフ 

レームワークが，はたして著者達の言うように，連邦 

制国家のみならず取一制国家にも当てはまるような無 

色の概念であるかどうかについては疑問が残る。だが, 
こうした疑問は，むしろ地方制度をとりまく社会風土 

の差異などから由来しているものなのかもしれ.ない。

〔Albert Breton and Anthony Scott, The Eco
nomic Constitution o f Federal States, University 
of Tronto Press, 1978, pp. X +  166〕

原 田 博 夫  

(慶應義塾大学大学院経済学骄究科研梵生）

相沢与一著

.、『イギリスの労資関係と国家』

•— 危機における炭鉱労働運動の展開-

■ ( 1 )

本寅は，1870-1920年代の資本主義の"危機"にお 

けるイギリス炭鉱業の資本蓄積機構と産業別組合運動 

の生成，発展，国家の炭欽労資関係への政策的対応に 

焦点を当て，廣鉱組合全国組織Miners’ Federation 
of Great Britain (以下M FG Bと略記）の統一鬪キの 

展開を通しての『イギリス労働者階級の戦闘性と改度 

主義的限界」及び[大不況以降大戦前と大戦以陈にお 

ける国家の政策的活:励の歴史的変化J とを総括-的にと 

らえんとした，箸者の10余年にわたる研究成果であ 

る。

かかる極めて大なる分析意図を廣鉱業1産業を通し 

て架たさんとするその理由は，キ一産業たる石炭業の， 

またイギリス厳大賤独の組合たる廣鉱組"^ヤの耍たる位 

置にあるが，に'もかかわらずこれまでのイギリス労働 

B 合運動史研究において，廣鉱祖合分析が稀薄であっ 

たこと—— とりわけ20世紀の分析が稀薄であるといわ 

が，著者'をして分析に駆り立てる主たる動機 

を与えたのである。 •

注（1) 飯山鼎稿r20|!t紀イギリス朔劾研究の2著』f週刊説人 J 197妳 1月29日付Hi評。あわせて参照されたい。 

, —— 184(ぶダの

が も •̂ ‘0*ゆタぁ•釣すiYj?な•も が ^ * / ボ ゅ •みサボ，;^ ミ. さ？ あ '!.̂ ^

f f

m


